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事業名 議会評価 評　　　　　価　　　　　説　　　　　明

生
活
保
護
事
業

生
活
福
祉
課

現
状
の
ま
ま
継
続

　昨年度同様、議会が抽出した事業であり、現在の経済事情から継続すべきものと判断した。憲法
第２５条の理念（生存権）に基づき、生活困窮者の程度に応じ、最低限度の生活保障、自立の助
長を行うという国の制度趣旨により実施するものであり、本市においても極めて大切な事業である。
　自立支援の拡充施策として、ケースワーカーを中心とした雇用面のサポート等を行い、受給者へ
の適正な指導、支援についても、引き続いて推し進めていく必要があると考える。

放
課
後
子
ど
も
環
境
整
備
事
業

児
童
福
祉
課

拡
充
す
る

　学童保育の施設を、国のガイドラインに沿って市が整備する事業であり、今回は南小学校学童保
育クラブの分割に伴う施設整備を、市が積極的に取り組んだことは評価できる。
　女性の社会進出、共働きが多くあるこの社会情勢の中で、子育てに対する政策的な部分は非常
に重要なものとなっている。子育て支援対策の一環としての学童保育は必要不可欠なものであり、
今後も充実したものでなければならない事業であると判断した。
　今後ますます需要が多くなると考えられる事業であり、市全体の学童整備について、１１小学校に
おいて全校学童保育を実施するなど、施設充実へ向けた施策が必要であると考える。
　学童クラブ等の整備については、教育委員会との連携が必要不可欠であり、新たな施設の建設よ
りは、校舎内に設置するなど、限られた予算を効果的に使うことを望む。
　また、運営のあり方においては、公設民営で市民が厳しい運営責任を負わされることには自

おの

ずと
限界があるので、教育委員会と協議の上、公設公営に制度改善することが必要である。

介
護
予
防
一
般
高
齢
者
施
策
事
業

介
護
福
祉
課

拡
充
す
る

　要介護状態にならぬよう実施する予防事業であり、大変重要な事業である。介護予防事業は、市
民の認識は高く、楽しみや生きがい等が介護予防に効果的であると考える。高齢者が増える中で、
地域ぐるみの健康づくりを推進し、高齢者が健康で生活できるよう、幅広く対応できる環境を整備
する必要がある。
　また、市民へのアピール不足の感があり、もっと周知活動に取り組むとともに、介護保険料高騰
防止のため、要介護状態移行防止のためにも、目標数値を揚げた上で、参加者を増やすべきと考える。
　そういった観点からもこの事業の必要性は高く、今後も拡充していきべき事業であると判断する。

公
園
管
理
事
業

都
市
整
備
課

現
状
の
ま
ま
継
続

　公園は、市民の憩いの場、スポーツ、文化、災害活動、様々な活動拠点の場である。
　この事業の管理運営は、行政評価シートの記載どおり企業のＣＳＲ（社会的責任）活動及び、ア
ドプト制度の活用を行い、多くの市民が参加して、清掃及び管理をする住民協働型の施策が必要で
あり、速やかにアドプト等の募集や民間活力の推進に努めるべきだ。また、安全性も確保すべきで
ある。

通
常
開
催
事
業

競
輪
局

見
直
し
の
上
縮
小

　本市の財政に貢献してきた競輪通常開催事業は、経営努力をしているにもかかわらず、現在赤字
であり、経営的にも難しい状態にある。
　今後の方策として、本場開催をいかに減らすことができるか。財団法人ＪＫＡ（旧称：日本自転車
振興会）に対する交付金制度の改正そのものについて、見直しを強く国に求めるべきである。また、
経費削減には限界があるので、廃止するか、残すか、あるいはサテライトとして残すか、１、２年で
結論を早く出すべきである。

市
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
管
理
費

体
育
保
健
課

終
期
設
定
し
終
了

　平成１８年３月の地権者との意見交換会の開催からはじまり、徳島県への市総合グラウンド用地
の移管等に向けて県主管課と協議しているものの、前進しているとは言えない状況である。今後とも
密に協議に努め、進展がない場合は期限を定めたうえで、具体的な方針を早急に決定すべきである。
　それができないのであれば、施設を撤去し、原状回復した状態で地権者へ返還するときの費用を
算出し、終期を設定し終了すべきである。

　
一
般
貸
切
旅
客

自
動
車
運
送
事
業

運
輸
課

終
期
設
定
し
終
了

　平成１９年度の議会評価は「改善」、平成２０年度の議会評価では「縮小」とし、事業の効率化を
喫緊の課題とし、収支改善が不可能であるときには、近い将来、一般貸切旅客自動車運送事業は
競輪ファン送迎バスを除き廃止すべきであると評価してきた。
　この３カ年にわたり経営状況を注視してきたが、収支改善は到底見込めないと判断する。よって、
本事業は競輪ファン送迎バスを除き、終期を設定し終了すべきである。

　
一
般
乗
合
旅
客

自
動
車
運
送
事
業

運
輸
課

し
継
続　
　
　

改
善
・
効
率
化

　市民ニーズも高く、交通弱者を守る、そして社会福祉サービスの向上という点からも、市民にとっ
て必要不可欠な事業であり、改善・効率化し継続して実施していかなければならない。
　しかし、現状では市民の足として十分な効果があるとは言えず、地域格差解消のため、路線の再
編や、民間との競合する路線の見直し、コミュニティバス、デマンドバス、乗合タクシーなど、議会
が提案してきた具体的施策を早急に立案すべきである。
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髙木　幸次　議員

１．農業政策（米作）について（米の生産者価格が非常に安い。そ
の対策は。）

２．重点港湾指定（赤石港）について（今後の展望について。今後の
利用計画は。）

武田　　清　議員

１． 四国横断自動車道について（四国横断自動車道の進捗について、
立ち退き家屋等の取り壊した跡地について、新居見遺跡発掘調査
について）

２． 児安小学校の児童の通学路対策について（通学路としての現状の認
識について、県道・小松島―佐那河内線の北側の歩道設置について）

３．市道・芝生―井口線の道路改良について（進捗状況と今後の計
画について）

安平　剛之　議員

１．防災定期点検について（点検記録について）
２．道路・河川の日常点検について（点検体制について）
３．納税と住民サービスについて（税の徴収について、生活道路の住

民サービスについて）
４．市民菜園による住民サービスについて

宝　　　覚　議員

１．市街化区域における農地・農業問題について（市民からの異議申
し立てへの対応、都市計画）

２．地デジ放送への対応について（市民への周知、低所得者対策、
難受信への対応、アナログ停波時期）

佐野　善作　議員

１． 有機農業推進について（具体的取り組みについて、有機農業サポート
センターの役割について、生産者養成について、消費者へのＰＲについて）

２．戸別所得補償モデル対策について
３．米粉需要普及について

天羽　　篤　議員

１． 市税・国保税の徴収について（減免制度について、滞納処分について）
２． 高齢者福祉について（見守り・安否確認について、生活支援について）
３．市バス事業について（経営改善策について、管理の受委託につい

て、労働委員会での審理について）
４． 競輪事業について（収支改善計画について、累積赤字への対応について）

市 政 Q & A

井内　建治　議員

１．いじめ対策について（本市の小・中学校のいじめの現状・認識）
２．日ノ峰住宅の旧跡地問題について（裁判結果どおり履行できたか。）
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児
安
小
学
校
の
通
学
路
対
策

高
速
道
で
買
収
し
た
所
に
早
く
歩
道
を

答
　
県
道
・
小
松
島
―
佐
那
河
内
線
に

　
　
歩
道
の
設
置
を
県
に
要
望
す
る

清
進
ク
ラ
ブ　

武
田　
　

清　
議
員　

児
安
小
学
校
の
通
学
路
対
策

高
速
道
で
買
収
し
た
所
に
早
く
歩
道
を

重
点
港
湾
指
定
を
受
け
た
小
松
島
港
の

�

施
設
整
備
状
況
は

答
　
平
成
23
年
供
用
開
始
に

　
　
向
け
工
事
を
進
め
て
い
る

大
互
会　

髙
木　

幸
次　
議
員　

重
点
港
湾
指
定
を
受
け
た
小
松
島
港
の

�

施
設
整
備
状
況
は

一般質問発言通告
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武
田　

児
安
小
学
校
に
通
う

児
童
は
、
大
型
車
両
が
頻ひ

ん

繁ぱ
ん

に
行
き
来
し
て
い
る
県
道
・

小
松
島
―
佐
那
河
内
線
を
通

学
し
て
い
る
。
朝
の
登
校
時

間
帯
に
、
私
は
立り

っ

哨し
ょ
う

し
て
い

る
が
、
こ
の
道
は
大
変
危
険

で
あ
る
。
県
か
ら
以
前
に
歩

道
設
置
の
話
も
あ
っ
た
が
、

進
ん
で
い
な
い
。
県
道
と
交

差
す
る
場
所
の
四
国
横
断
自

動
車
道
で
、
用
地
買
収
し
た

部
分
か
ら
で
も
、
先
行
的
に

歩
道
を
設
置
す
る
よ
う
、
市

か
ら
県
に
要
望
し
て
ほ
し
い
。

統
括
監　

平
成
19
年
１
月
に

県
、
市
、
県
議
、
市
議
等
が

協
議
を
行
っ
た
。３
・
５
メ
ー

ト
ル
の
歩
道
を
つ
く
る
予
定

で
あ
っ
た
が
、
高
速
道
路
の

協
議
が
同
時
進
行
し
た
た
め
、

歩
道
設
置
は
進
ん
で
い
な
い
。

高
速
道
路
関
係
で
買
収
し
た

所
か
ら
行
う
よ
う
、
県
に
要

望
す
る
。

高
速
道
で
買
収
家
屋

�

跡
地
を
通
れ
な
い
か

武
田　

道
幅
が
２
メ
ー
ト
ル

し
か
な
い
狭
い
市
道
沿
い
の

家
屋
を
高
速
道
関
係
で
買
収

し
て
い
る
。
跡
地
に
は
、
家

の
基
礎
や
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
が

残
っ
て
い
る
。
通
行
し
や
す

く
な
る
よ
う
に
、
取
り
除
い

て
道
路
に
で
き
な
い
か
。

統
括
監　

通
行
に
支
障
の
あ

る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
撤
去
す

る
よ
う
、
国
に
要
望
す
る
。

新
居
見
遺
跡
の
発
掘

�

現
地
説
明
会
・
開
催
を

武
田　

新
居
見
遺
跡
の
発
掘

が
さ
れ
て
い
る
。
市
民
へ
発

掘
品
な
ど
の
展
示
と
説
明
会

を
開
け
な
い
か
。

教
育
次
長　

１
４
０
０
年

前
の
古
墳
時
代
の
土
器
や

鏃や
じ
り

、
鎌
倉
時
代
の
土
器
な
ど

約
８
５
０
０
点
が
出
土
し
て

い
る
。
遺
跡
の
全
容
が
明
ら

か
に
な
っ
た
段
階
で
地
元
の

方
々
に
も
何
ら
か
の
方
法
で

そ
の
成
果
を
お
伝
え
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
。
広
く

公
開
で
き
る
方
法
を
県
教
育

委
員
会
と
も
協
議
し
て
い
く
。

市
道
・
芝
生
―
井
口
線

�

今
後
の
改
良
予
定
は

武
田　

延
長
約
３
・
４
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
市
道
・
芝
生
―

井
口
線
の
う
ち
、
新
居
見
町

字
西
川
か
ら
田
浦
町
字
神
子

ノ
内
ま
で
の
約
40
メ
ー
ト
ル

は
、
道
路
幅
が
約
１
メ
ー
ト

ル
と
狭
く
、
通
行
に
不
便
で

あ
る
。
道
路
改
良
を
行
っ
て

い
る
が
、
進し

ん

捗ち
ょ
く

状
況
と
今
後

の
計
画
は
。

統
括
監　

３
ヵ
年
の
計
画
を

立
て
、
昨
年
度
に
用
地
買
収

を
行
い
、
今
年
度
に
工
事
に

着
工
す
る
予
定
で
あ
る
。

高速道路の用地に協力し提供した　　
家屋の跡地（右側）と幅員の狭い市道

高
速
道
路
関
係
で
発
掘
が

進
ん
で
い
る
新
居
見
遺
跡

バ
イ
パ
ス
を
結
ぶ
県
道
・
坂

野
―
羽
ノ
浦
線
が
整
備
さ
れ

て
い
る
。
今
後
国
や
県
に
新

た
な
道
路
整
備
も
要
望
し
て

い
き
た
い
。

髙
木　

貿
易
の
中
身
に
つ
い

て
、
私
ど
も
、
隣
の
中
国
へ

旅
行
し
て
い
る
が
、
現
地
で

は
、
飲
み
水
の
状
態
が
地
質

の
関
係
で
極
端
に
悪
い
地
方

が
多
々
あ
る
。
そ
れ
ら
の
地

方
を
対
象
に
勝
浦
川
の
伏
流

水
を
「
弁べ

ん

慶け
い

の
水
」
と
し
て

売
り
込
ん
で
は
ど
う
か
。

市
長　

ま
ず

は
、
重
点
港

湾
に
指
定
さ

れ
た
こ
と
は

画
期
的
な
こ

と
で
あ
り
、

指
定
さ
れ
な

け
れ
ば
新
規

事
業
は
認
め

な
い
と
い
う

状
況
の
も

と
、
昨
年
度

か
ら
国
に
県

と
と
も
に
懸

命
に
要
望
し

て
き
た
。
そ

の
中
で
議
員

の
方
々
に
も
お
世
話
を
い
た

だ
き
、
特
に
髙
木
議
員
と
井

内
議
員
に
は
、
適
切
な
時
期

に
国
に
対
し
て
力
強
い
御
支

援
を
賜
り
、
大
変
あ
り
が
た

く
感
謝
を
し
て
い
る
。

　

水
の
販
売
等
に
関
し
て

は
、
米
あ
る
い
は
野
菜
等
々

も
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
本

市
の
活
性
化
に
ど
う
つ
な
げ

て
い
く
か
、
県
の
指
導
も
い

た
だ
き
な
が
ら
、
関
係
機
関

等
も
見
極
め
な
が
ら
、
今
後

慎
重
に
検
討
し
て
い
く
。

髙
木　

本
年
８
月
４
日
、
地

元
新
聞
で
小
松
島
港
が
重
点

港
湾
に
指
定
さ
れ
た
と
報
道

さ
れ
た
。
本
市
に
と
っ
て
大

変
な
朗
報
で
あ
る
。
こ
の
間
、

市
長
も
御
苦
労
さ
れ
た
と
承

知
し
て
い
る
が
、
私
た
ち
も

少
し
は
お
手
伝
い
し
た
。

　

今
後
の
施
設
の
全
体
像
を

伺
い
た
い
。

統
括
監　

報
道
に
あ
っ
た
よ

う
に
、
８
月
３
日
、
国
土
交

通
省
が
来
年
度
以
降
に
岸
壁

や
施
設
を
集
中
的
に
整
備
す

る
重
点
港
湾
と
し
て
、
小
松

島
港
な
ど
32
都
府
県
の
43
港

が
選
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
本

市
及
び
県
に
と
っ
て
大
き
な

弾は
ず

み
に
な
る
。
赤
石
地
区
で

は
施
設
整
備
事
業
と
し
て
総

額
13
億
円
を
投
じ
、
平
成
23

年
供
用
開
始
に
向
け
工
事
を

進
め
て
い
る
。
ま
た
、
沖
洲

地
区
の
コ
ン
テ
ナ
施
設
が
赤

石
地
区
に
移
転
開
設
さ
れ
、

荷
役
業
者
等
の
移
転
も
あ
り
、

雇
用
の
面
で
も
期
待
し
て
い

る
。

髙
木　

ア
ク
セ
ス
道
路
の
状

況
は
。

統
括
監　

赤
石
地
区
と
55
号

赤石港に整備されるコンテナ基地で使用するため陸揚げされたガントリークレーン
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井
内　

最
近
、
ま
た
本
市
の

小
・
中
学
校
義
務
教
育
の
中

で
い
じ
め
が
急
増
し
て
い
る

と
聞
く
。
そ
の
手
段
も
卑ひ

劣れ
つ

き
わ
ま
る
事
柄
が
多
く
、
非

常
に
危き

惧ぐ

し
て
い
る
。
特
に
、

携
帯
電
話
の
使
用
で
昼
夜
を

問
わ
ず
い
じ
め
が
横
行
し
、

以
前
と
比
較
し
て
件
数
が
倍

増
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

生
徒
の
携
帯
所
持
率
は
ど
れ

ほ
ど
か
。

教
育
委
員
長　

現
在
、
本
市

の
小
・
中
学
校
生
徒
の
携
帯

所
持
率
は
、
小
学
校
で
29
％
、

中
学
校
で
は
63
％
と
な
っ
て

い
る
。

井
内　

い
じ
め
の
問
題
に
つ

い
て
の
視
点
が
欠
け
て
は
い

な
い
か
。
ど
こ
の
学
校
に
聞

義
務
教
育
課
程
の

�

い
じ
め
対
策
に
つ
い
て

答
　
人
権
尊
重
精
神
の
涵か

ん

養よ
う

を
図
る

　
　
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
く

無
所
属
ク
ラ
ブ　

井
内　

建
治　
議
員　

義
務
教
育
課
程
の

�

い
じ
め
対
策
に
つ
い
て

い
て
も
、
本
校
に
限
っ
て
い

じ
め
問
題
は
発
生
し
て
い
な

い
、
皆
無
で
あ
る
と
い
う
答

え
が
返
っ
て
く
る
が
、
見
抜

く
力
が
弱
い
の
で
は
な
い
か
。

教
育
委
員
長　

い
じ
め
に
よ

っ
て
、
児
童
生
徒
が
み
ず
か

ら
の
命
を
絶
つ
と
い
う
痛
ま

し
い
事
件
が
全
国
各
地
で
発

生
し
、
大
き
な
社
会
問
題
と

な
っ
て
い
る
が
、
解
決
に
は

至
っ
て
い
な
い
。
い
じ
め
ら

れ
た
子
ど
も
の
立
場
に
立
つ

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
常
々

考
え
て
い
る
。

　

い
じ
め
は
人
権
侵
害
で
あ

る
。
全
教
職
員
が
鋭
い
人
権

感
覚
を
身
に
つ
け
、
早
期
発

見
、
早
期
対
応
に
努
め
る
な

ど
、
校
長
が
先
頭
に
な
っ
て

取
り
組
ん
で
い
く
。

井
内　

教
育
委
員
長
、
あ
な

た
が
主
張
す
る
人
権
侵
害
と

は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と

か
、
御
教
示
願
い
た
い
。

教
育
委
員
長　

人
権
侵
害
と

は
、私
た
ち
一
人
一
人
が
持
っ

て
い
る
市
民
的
権
利
、
幸
せ

に
な
る
権
利
を
お
互
い
奪
い

合
う
こ
と
と
認
識
し
て
い
る
。

日
ノ
峰
住
宅
跡
地
問
題

�

今
後
の
解
決
策
は

井
内　

平
成
18
年
４
月
、
最

高
裁
の
判
決
が
下
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
と
お
り
履
行
で

き
た
の
か
。

統
括
監　

高
松
高
裁
が
平
成

17
年
に
控
訴
審
判
決
を
下
し

て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
判
決

答
　
開
設
に
向
け
取
り
組
み
た
い

み
ら
い
の
会　

安
平　

剛
之　
議
員　

安
平　

他
市
で
は
市
民
菜
園

推
進
協
議
会
を
立
ち
上
げ
、

地
権
者
と
利
用
し
た
い
市
民

の
紹
介
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

本
市
で
も
市
民
菜
園
に
よ
る

住
民
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
は

ど
う
か
。

統
括
監　

土
地
所
有
者
に
対

す
る
意
識
調
査
を
行
い
、
立

地
条
件
等
の
適
地
の
検
討
を

し
、
市
民
菜
園
の
開
設
に
向

け
て
取
り
組
ん
で
い
く
。

道
路
河
川
の
日
常
点
検

�

の
体
制
に
つ
い
て

安
平　

国
・
県
で
は
、
常
時

パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
お
り
、

日
常
点
検
は
重
要
な
仕
事
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
本

市
で
は
ど
の
よ
う
な
体
制
で

行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

統
括
監　

原
則
と
し
て
車
か

ら
視
認
で
き
る
範
囲
で
２
人

体
制
で
行
っ
て
い
る
。
今
後

は
、
効
率
的
な
点
検
を
構
築

す
る
た
め
、日
常
・
特
別
・
災

害
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
に
分
け

た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
。

納
税
と
住
民

�

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

安
平　

税
の
徴
収
に
お
け
る

理
念
を
教
え
て
ほ
し
い
。

統
括
監　

徴
収
に
当
た
っ
て

は
、
地
方
税
法
・
市
税
賦
課

徴
収
条
例
等
に
基
づ
き
、
適

正
か
つ
的
確
に
、
特
に
公
平

性
の
観
点
を
重
視
す
る
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
る
。

安
平　

第
五
次
総
合
計
画
の

中
に
あ
る
「
生
活
道
路
」
と

は
何
か
。

統
括
監　

実
質
的
な
定
義
は

な
い
が
、
幹
線
市
町
村
道
以

外
の
市
町
村
道
を
俗
に
生
活

道
路
と
呼
ん
で
い
る
。

安
平　

開
発
道
路
（
公
衆
用

道
路
）
の
周
り
に
住
ん
で
い

る
人
は
、
税
金
を
適
正
に
支

払
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
市
道
で
な
い
た
め
、
市

の
維
持
管
理
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
か
。

統
括
監　

私
道
と
は
、
個
人

が
所
有
し
て
い
る
土
地
を
私

的
に
利
用
し
て
い
る
道
路
を

い
い
、
道
路
法
制
の
面
か
ら

も
市
町
村
の
責
任
が
及
ば
な

い
。
し
か
し
、
本
市
で
は
、

地
元
で
舗
装
工
事
等
を
行
う

遊
休
地
活
用
と
市
民
の
生
き
が
い

づ
く
り
に
市
民
菜
園
を
開
設
し
て
は

遊
休
地
活
用
と
市
民
の
生
き
が
い

づ
く
り
に
市
民
菜
園
を
開
設
し
て
は




